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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１種類の環境分解性弾性または樹脂状ポリマーを含有するチューインガム中
心材２５～９９．９重量％と、外コーティング０．１～７５重量％とからなり、
　前記少なくとも１種類の環境分解性ポリマーが、エステル、カーボネート、エーテル、
アミド、ウレタン、ペプチドまたはアミノ酸のホモポリマーからなる群から選ばれる化合
物から誘導され、前記外コーティングがポリオール甘味料からなることを特徴とする被覆
したチューインガム。
【請求項２】
　外コーティングが、前記チューインガムを咀嚼する前に、少なくとも１種類の環境分解
性弾性または樹脂状ポリマーの分解速度を、被覆されていない同じ組成のチューインガム
に比べて低下させる、請求項１に記載の被覆したチューインガム。
【請求項３】
　環境分解性ポリマーが、ホモポリマー、コポリマー、ターポリマー、およびグラフトポ
リマーからなる群より選択される、請求項１に記載の被覆したチューインガム。
【請求項４】
　環境分解性ポリマーが、ラクチド、グリコリド、トリメチレンカーボネート、δバレロ
ラクトン、βプロピオラクトンおよびεカプロラクトンからなる群より選択される１種類
または複数の環状エステルの重合によって得られるポリエステルポリマーからなる、請求
項１に記載の被覆したチューインガム。
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【請求項５】
　ポリエステルポリマーがホモポリマーである、請求項４に記載の被覆したチューインガ
ム。
【請求項６】
　ポリエステルポリマーがコポリマーである、請求項４に記載の被覆したチューインガム
。
【請求項７】
　コポリマーが、ラクチドとεカプロラクトンとのコポリマーおよびεカプロラクトンと
δバレロラクトンとのコポリマーからなる群から選択される、請求項６に記載の被覆した
チューインガム。
【請求項８】
　ラクチドとεカプロラクトンの間の分子量の比が９９：１～８０：２０の範囲である、
請求項７に記載の被覆したチューインガム。
【請求項９】
　ポリエステルポリマーの平均分子量（Ｍｗ）が１，０００～９，９９９の範囲にある、
請求項４～６のいずれか１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１０】
　ポリエステルポリマーの平均分子量（Ｍｗ）が１０，０００～９９，９９９の範囲にあ
る、請求項４～６のいずれか１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１１】
　ポリエステルポリマーの平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００～１，０００，０００の
範囲にある、請求項４～６のいずれか１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１２】
　チューインガム中心材の弾性成分のすべてが環境分解性ポリマーである、請求項１～１
１のいずれか１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１３】
　チューインガム中心材が、ペレット、クッション型ペレット、棒状、タブレット、塊、
トローチ、丸薬および球からなる群より選択した形態を有する、請求項１～１２のいずれ
か１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１４】
　外コーティングがハードコーティングである、請求項１～１３のいずれか１項に記載の
被覆したチューインガム。
【請求項１５】
　ハードコーティングが、糖コーティング、無糖コーティング、およびこれらの組合せか
らなる群より選択される、請求項１４に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１６】
　ハードコーティングが、ソルビトール、マルチトール、マンニトール、キシリトール、
エリトリトール、ラクチトールおよびイソマルトからなる群より選択されるポリオールを
５０～１００重量％含む、請求項１５に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１７】
　外コーティングが、食用フィルム形成剤およびワックスからなる群より選択される少な
くとも１種類の成分を含む食用のフィルムである、請求項１～１３のいずれか１項に記載
の被覆したチューインガム。
【請求項１８】
　食用フィルム形成剤が、セルロース誘導体、変性デンプン、デキストリン、ゼラチン、
シェラック、アラビアゴム、ゼイン、植物性ガム、合成ポリマーおよびそれらの任意の組
合せからなる群より選択される、請求項１７に記載の被覆したチューインガム。
【請求項１９】
　外コーティングが、結合剤、水分吸収成分、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増
量剤、香料、着色剤、薬学的にまたは美容的に有効な成分、脂質成分、ワックス成分、糖
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および酸、ならびに、前記環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬
剤からなる群より選択される少なくとも１種類の添加剤成分を含む、請求項１４～１８の
いずれか１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項２０】
　環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤が加水分解活性酵素で
ある、請求項１９に記載の被覆したチューインガム。
【請求項２１】
　少なくとも１種類の添加剤成分がカプセル化されている、請求項１９または２０に記載
の被覆したチューインガム。
【請求項２２】
　外コーティングがソフトコーティングである、請求項１～１３のいずれか１項に記載の
被覆したチューインガム。
【請求項２３】
　ソフトコーティングが、糖およびデンプン加水分解物からなる群より選択されるコーテ
ィング剤を含む、請求項２２に記載の被覆したチューインガム。
【請求項２４】
　ソフトコーティングが無糖のコーティング剤を含む、請求項２２に記載の被覆したチュ
ーインガム。
【請求項２５】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の被覆したチューインガムを調製するためのハー
ドコーティング方法であって、
　（ｉ）エステル、カーボネート、エーテル、アミド、ウレタン、ペプチドまたはアミノ
酸のホモポリマーからなる群から選択される化合物から誘導される、少なくとも１種類の
環境分解性弾性または樹脂状ポリマーからなるチューインガム塊を調製する工程、
　（ｉｉ）前記チューインガム塊をガム中心材の所望の形態に形成する工程、
　（ｉｉｉ）形成されたチューインガム中心材を、ポリオールを含むコーティング剤の水
溶液をガム中心材上に塗布するコーティングサイクルに、少なくとも１サイクルかける工
程、および
　（ｉｖ）コーティング層がチューインガムの０．１～７５重量％になるまで、前記サイ
クルを反復する工程、
を有する方法。
【請求項２６】
　少なくとも１つのコーティングサイクルが、同じコーティング剤を中心材上に粉末状で
塗布する工程、および部分的に被覆した中心材を乾燥する工程からなる群から選択される
、少なくとも１つの工程をさらに有する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　コーティング剤が水素化デンプン加水分解物を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　ポリオールが、ソルビトール、マルチトール、マンニトール、キシリトール、エリトリ
トール、ラクチトール、およびイソマルトからなる群から選択される、請求項２５に記載
の方法。
【請求項２９】
　コーティング方法が１０～１００コーティングサイクルからなる、請求項２５～２８の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項３０】
　コーティングの間に、結合剤、水分吸収成分、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、
増量剤、香料、着色剤、薬学的にまたは美容的に有効な成分、脂質成分、ワックス成分、
糖および酸、ならびに、前記環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な
薬剤からなる群より選択される少なくとも１種類の添加剤成分を塗布する、請求項２５～
２９のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項３１】
　環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤が加水分解活性酵素で
ある、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　少なくとも１種類の添加剤成分がカプセル化されている、請求項３０または３１に記載
の方法。
【請求項３３】
　被覆されるチューインガム中心材がガミングまたはグレイジング処理にかけられる、請
求項２５～３２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３４】
　平滑化処理、つや消し処理，およびフィルムコーティングからなる群より選択される工
程をさらに有する、請求項２５～３３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３５】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の被覆されたチューインガムを被覆する方法であ
って、コーティング層を０．１～７５重量％含む、少なくとも部分的に被覆されたチュー
インガムを得るために、
　ｉ）エステル、カーボネート、エーテル、アミド、ウレタン、ペプチドまたはアミノ酸
のホモポリマーからなる群から選択される化合物から誘導される、少なくとも１種類の環
境分解性弾性または樹脂状ポリマーからなるチューインガム塊を調製する工程、
　（ｉｉ）前記チューインガム塊をガム中心材の所望の形態に成形する工程、および
　（ｉｉｉ）形成されたチューインガム中心材の少なくとも一部上に、ポリオールを含む
、少なくとも１種類の食用フィルム形成剤からなる食用フィルムを塗布する工程、
を有する方法。
【請求項３６】
　コーティングが、結合剤、水分吸収成分、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量
剤、香料、着色剤、薬学的にまたは美容的に有効な成分、脂質成分、ワックス成分、糖お
よび酸、ならびに、前記環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤
からなる群より選択される少なくとも１種類の添加剤成分を含む、請求項３３～３５のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤が加水分解活性酵素で
ある、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　少なくとも１種類の添加剤成分がカプセル化されている、請求項３６または３７に記載
の方法。
【請求項３９】
　請求項２２に記載の被覆されたチューインガムを得るためのソフトコーティング方法で
あって、
　ｉ）エステル、カーボネート、エーテル、アミド、ウレタン、ペプチドまたはアミノ酸
のホモポリマーからなる群から選択される化合物から誘導される、少なくとも１種類の環
境分解性弾性または樹脂状ポリマーからなるチューインガム塊を調製する工程、
　（ｉｉ）前記チューインガム塊をガム中心材の所望の形態に成形する工程、および
　（ｉｉｉ）得られたチューインガム中心材を、ソフトコーティング層がチューインガム
の０．１～７５重量％となるまで、中心材に非結晶性炭水化物溶液およびポリオール粉末
を交互に塗布するソフトコーティング方法にかける工程、
を有する方法。
【請求項４０】
　非結晶性炭水化物溶液がデンプン加水分解物を含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　コーティングが、結合剤、水分吸収成分、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量
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剤、香料、着色剤、薬学的にまたは美容的に有効な成分、脂質成分、ワックス成分、糖お
よび酸、ならびに、前記環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤
からなる群より選択される少なくとも１種類の添加剤成分を含む、請求項３９または４０
に記載の方法。
【請求項４２】
　環境分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することが可能な薬剤が加水分解活性酵素で
ある、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　少なくとも１種類の添加剤成分がカプセル化されている、請求項４１または４２に記載
の方法。
【請求項４４】
　コーティングが親水性の低い成分としてマルチトールを含む、請求項１～２４のいずれ
か１項に記載の被覆したチューインガム。
【請求項４５】
　コーティングが無糖コーティングである請求項３９～４３のいずれか１項に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にはチューインガム製造分野、詳細には現在入手可能なチューインガム
製品よりも、環境による分解がより可能なチューインガムに関する。具体的には、噛んで
落としたガムを、その存在が環境においてより分解しやすくし、または表面からより容易
にとれるようにする分解性エラストマーまたは樹脂状ポリマーを含むチューインガム中心
材を有する被覆されたチューインガム製品を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、室内外の環境に落としたチューインガムは、落としたガムが、たとえば街路や舗
道の表面におよび環境中にいる人々や移動する人々の靴や衣服に堅く付着することから、
かなりの迷惑および不都合を引き起こすことが知られている。現在入手可能なチューイン
ガム製品は、実質的には環境において非分解性である天然または合成起源のエラストマー
性および樹脂状のポリマーの使用をベースとしているということがこうした迷惑および不
都合を実質的に助長する。
【０００３】
　したがって、市当局者およびその他の室内外の環境の清浄の責任者は、落としたチュー
インガムを除去するための相当な労力を払わなければならないが、こうした労力は、費用
がかかる上に満足する結果が得られない。
【０００４】
　広く普及したチューインガムの使用に伴って生じる迷惑を、たとえば落としたチューイ
ンガム残余物の除去に関してより有効にするために、清掃方法を改善することによって、
またはチューインガム配合物中に抗固着剤を組み込むことによって、軽減させる試みがな
されたこともある。しかし、これらの予防措置はいずれもこの汚染問題の解決に有意には
貢献していない。
【０００５】
　最近、たとえば米国特許第５，６７２，３６７号中に、光の影響下で、または加水分解
により水可溶性でかつ無毒性の成分に分解することができる化学的に不安定な結合をその
連鎖中に有するある種の合成ポリマーからチューインガムを作製することができることが
開示されている。この特許では、生分解性と呼ばれるポリマーから作製されたチューイン
ガムは、環境において分解性のものであると記載されている。
【０００６】
　ＷＯ　０１／０１７８８には、酵素により加水分解されるタンパク質、特にゼインのガ
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ムベースに基づく、摂取可能で分解性のチューインガムが開示されている。
【０００７】
　しかし、チューインガムベース成分が、物理的に、化学的に、または生物学的に分解性
であるという事実は、製品の安定性の問題を引き起こす。なぜなら、ガムを噛んだ後に進
むように意図した分解が、こうした分解性チューインガム製品の貯蔵中にかなりのレベル
で起きることがあり、言い換えれば、ガムベース成分として分解性ポリマーを含むチュー
インガムの保存寿命が、たとえば湿度条件または光のために容認できなく短縮され得るか
らである。分解性チューインガムに関し生じる別の重要な問題は、他の点では望ましい、
分解性チューインガム配合物中に取り込まれている成分、酸、香料、および活性成分など
の分解性チューインガム添加剤が、完成製品の貯蔵中に、こうした添加剤によって偶発的
に起こる初発性の早まった分解のために、咀嚼品質およびその他のチューインガムの望ま
しい特性への劣化効果を有することである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　分解性ポリマーを含むチューインガムへの上記の噛む前の劣化効果を、チューインガム
中心材の外側に保護コーティングを設けることにより、有意に減少できることが分かった
。さらに、意外にも、分解性ポリマーはより壊れ易い性質であるにもかかわらず、分解性
チューインガムに従来のコーティング方法を施すことが可能であることが分かった。これ
は、チューインガム中心材が、実質上分解性ガムベースポリマーの検出可能な偶発的な分
解をすることなしに、水分と接触することを暗示している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、第１の態様では、本発明は、少なくとも１種類の環境分解性エラストマー
または樹脂ポリマーを含むチューインガム中心材約２５～約９９．９重量％および外コー
ティング約０．１～約７５重量％を含む被覆されたチューインガム要素に関する。好まし
い一実施形態において、外コーティングが、チューインガムを噛む前の少なくとも１種類
の環境分解性のエラストマーポリマーの分解速度を、被覆されていない同じ組成のチュー
インガムに比較して低下させる。本発明によると、外コーティングは、当技術分野で知ら
れている任意のタイプのハードコーティング、ソフトコーティング、またはフィルムコー
ティング、あるいはこれらのコーティングの組合せとすることができる。
【００１０】
　他の態様では、上記に定義したチューインガム要素を調製するための、（ｉ）少なくと
も１種類の環境分解性エラストマーまたは樹脂ポリマーを含むチューインガム塊を調製す
る工程と、（ｉｉ）前記チューインガム塊を所望のガム中心材の形に形成する工程と、（
ｉｉｉ）このようにして形成されたチューインガム中心材を、ガム中心材上にコーティン
グ剤水溶液を塗布することを含む少なくとも１つのコーティングサイクルにかける工程と
、（ｉｖ）チューインガム要素のコーティング層がチューインガム要素の０．１～７５重
量％になるまで、前記サイクルを繰り返す工程とを含むハードコーティング方法を提供す
る。本発明の好ましい一実施形態では、ハードコーティング方法で塗布するコーティング
剤は、無糖コーティング剤、たとえば、例としてソルビトール、マルチトール、マンニト
ール、キシリトール、エリトリトール、ラクチトール、およびイソマルトを含むポリオー
ル、またはたとえば例としてトレハロースを含むモノ、ジサッカライドである。
【００１１】
　本発明の他の態様では、（ｉ）少なくとも１種類の環境分解性エラストマーまたは樹脂
ポリマーを含むチューインガム塊を調製する工程と、（ｉｉ）前記チューインガム塊を棒
などの所望のガム中心材の形態に形成する工程と、（ｉｉｉ）このようにして形成された
チューインガム中心材の少なくとも一部の上に、少なくとも１種類の食用のフィルム形成
剤および必要に応じてワックスを含む食用のフィルムを塗布して、これによってコーティ
ング層を０．１～７５重量％含む少なくとも部分的に塗布されたチューインガム要素を得



(7) JP 4354700 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

る工程を含む、上記に規定したチューインガム要素の塗布方法に関する。有用な実施形態
では、フィルム形成剤は、セルロース誘導体、変性デンプン、デキストリン、ゼラチン、
ゼイン、シェラック、アラビアゴム、植物性ガムまたはこれらの組合せである。
【００１２】
　本発明の他の態様では、（ｉ）少なくとも１種類の環境分解性エラストマーまたは樹脂
ポリマーを含むチューインガム塊を調製する工程と、（ｉｉ）前記チューインガム塊を所
望のガム中心材の形態に形成する工程と、（ｉｉｉ）たとえばデンプン加水解物または水
素化デンプン加水解物を含む、たとえば、非結晶性水素化または炭水化物シロップと炭水
化物または水素化炭水化物の粉末とを交互に中心材に、ソフトコーティング層がチューイ
ンガム要素の０．１～７５重量％となるまで塗布することを含むソフトコーティング方法
を、このようにして得られたチューインガム中心材に施す工程を含む、本明細書に規定し
た被覆されたチューインガム要素を得るためのソフトコーティング方法を提供する。ある
いは、たとえば、例としてソルビトール、マルチトール、マンニトール、キシリトール、
エリトリトール、ラクチトール、およびイソマルト、または例としてトレハロースを含む
モノ、ジサッカライドを含むポリオールまたはモノ、ジサッカライドのシロップと、無糖
多価アルコールまたはモノ、ジサッカライドの粉末、たとえばソルビトール、マルチトー
ル、マンニトール、キシリトール、エリトリトール、ラクチトール、およびイソマルト、
またはたとえばトレハロースの粉末とを交互に中心材へ、ソフトコーティング層がチュー
インガム要素の０．１～７５重量％となるまで塗布することを含む無糖ソフトコーティン
グである。
【００１３】
　本発明によると、ガムを使用する前と後共に有利な生分解性特性を有するチューインガ
ムを得ることができる。所望のおよび得られた特性のいくつかは、より具体的には、生分
解がチューインガムを噛む前、すなわち配送中は比較的不活性であり、生分解がチューイ
ンガムが消費者によって使用されたとき（およびその後）に主として開始される。
【００１４】
　酸、香料、および活性成分、すなわちガムベースポリマーの生分解を促進する成分をコ
ーティング中に保持すると、これらの成分は主として、使用者がこの物質を噛むことによ
って生分解性ガムベース中に混合すると、生分解を活性化することができる。
【００１５】
　さらに、本発明の実施形態によると、コーティングそれ自体を、環境の影響を受けた生
分解により活性化される生分解の障壁として塗布する。塗布した障壁は、たとえばポリマ
ーの分解を促進する２つの物理的パラメータ、水分または光からガムの生分解ポリマーを
保護する。チューインガムを噛むと、障壁が失われて効果が無くなり、それによって所望
の分解が促進される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明主な目的は、噛んだ後で、使用者が不用意に落としたまたは廃棄した場合、従来
の非分解性ポリマーを含むチューインガムに比較して、より容易に環境において分解し、
および／または、物理的におよび／または洗浄剤の使用によってより容易に除去すること
ができ、噛まれるまでは、十分な保存寿命を有する、貯蔵安定なチューイング製品を提供
することである。
【００１７】
　本発明のチューインガム製品は、少なくとも１種類の環境分解性のエラストマーまたは
樹脂状ポリマーを含むチューインガム中心材、および外コーティングを含む被覆されたチ
ューインガム要素である。好ましい実施形態では、チューインガム要素は、外コーティン
グが存在することにより、チューインガムを噛む前は、少なくとも１種類の環境分解性の
エラストマーポリマーの分解速度を、被覆されていない同じ組成のチューインガムに比較
して低下させるような要素である。「分解速度」とは、分解性ポリマーの分子量の平均値
（数平均、Ｍｎ－、または重量平均、Ｍｗ－）が貯蔵中に低下する速度をいうものと理解
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されたい。
【００１８】
　本明細書では、「チューインガム中心材」という用語は、０．１～７５重量％の外コー
ティングを提供した場合に完成したチューインガム要素を形成するのに適したサイズと形
態の、チューインガム片または塊をいう。一般に、チューインガム中心材は、水不溶性ポ
リマーを含むチューインガムベース部分および主に水可溶性成分を含むチューインガム添
加剤部分を混合することによって与えられる。本明細書では、「ガムベース成分」という
表現は、チューインガムの水不溶性部分を提供するために業界で従来使用された任意の成
分をいい、通常ガムベースと呼ばれ、最終チューインガム製品の咀嚼特性を決定し、通常
、全チューインガム中心材配合物の１０～９９重量％（好ましくは１０～５０重量％）を
構成する。
【００１９】
　本明細書では、被覆されたチューインガム要素は、少なくとも１種類の環境分解性のエ
ラストマーまたは樹脂状ポリマーを含むチューインガム中心材を約２５～約９９．９重量
％、および外コーティングを約０．１～約７５重量％含むことができる。このことは、本
明細書に記載のすべての態様および実施形態に適用される。
【００２０】
　チューインガムベース配合物
　一般に、チューインガムベース配合物は、合成または天然起源の１種類または複数のエ
ラストマー化合物、１種類または複数の樹脂状化合物、１種類または複数の樹脂としても
知られるエラストマー可塑剤、充填剤、柔軟化化合物、および少量のその他の成分、例え
ば酸化防止剤、着色剤等、を含む。
【００２１】
　本明細書では、チューインガム中心材は、少なくとも１種類の物理的、化学的、または
生物学的に分解性のエラストマーまたは樹脂状ポリマーを含む。こうしたポリマーは、現
在使用されているタイプのエラストマーおよび樹脂とは対照的に、チューインガムの咀嚼
後に環境中で分解され、使用したチューインガムは最終的には分解されおよび／またはそ
れが捨てられた場所から物理的または化学的手段により容易に除去することができるので
、それによって非分解性ポリマーをベースとするチューインガムより環境汚染を引き起こ
すことがない。
【００２２】
　本明細書では、「分解性ポリマー」という表現は、チューインガムを落とした後または
噛んでいる最中でも、物理的、化学的、および／または生物学的な分解を受けることがで
き、それによって落としたチューインガム廃物が落とした場所からより容易に除去するこ
とが可能で、または最終的には、チューインガム残物であるとはもはや見分けることがで
きない塊または粒子に分解される、チューインガムベース成分またはチューインガムベー
スをいう。こうした分解性ポリマーの分解または崩壊が、温度、光、水分など物理的要因
によって、ｐＨの変化により起こる加水分解など化学的要因によって、またはポリマーの
分解が可能な適当な酵素の作用によって起こされるか、または誘発されることができる。
【００２３】
　現状では、こうした環境的にまたは生物学的に分解性のチューインガムベースポリマー
の適当な例としては、エステル、炭酸塩、エーテル、アミド、ウレタン、ペプチド，ポリ
リジンなどアミノ酸のホモポリマー、および、たとえばゼイン水解物を含めたタンパク質
水解物などの、その誘導体を含むタンパク質からなる群から選択されたポリマーがある。
【００２４】
　好ましいポリマーとしては、分解性ホモポリマー、コポリマー、ターポリマー、および
グラフトポリマーからなる群から選択したポリマーがある。
　好ましい化合はポリエステルであり、特に有用なこのタイプの化合物としては、米国特
許第５，６７２，３６７号（参照することによりその内容をここに組み入れることとする
）に開示されているような１種類または複数の環状エステルの重合によって得られるポリ
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エステルポリマーがある。この参照文献に開示されているポリマーは、ポリマー連鎖中に
、たとえば加水分解でまたは光への暴露によって壊れる化学的に不安定な結合を有するこ
とを特徴とする。
【００２５】
　本発明で使用する分解性ポリマーの重要な特徴は、それらが、噛んだチューインガム中
で環境条件の下で壊れることができる化学的に不安定な結合を含むことである。この意味
において、「環境条件」という用語は、室内外の場所およびこうした環境中の一般的な温
度、光、および湿度条件を示す。ある環境に捨てられたチューインガム残物中の分解性ポ
リマーの分解速度は、上記の物理的条件に依存することが理解される。好ましい実施形態
において、分解性ポリマーは、任意のどんな環境下でも、極端に低い温度条件、すなわち
０℃未満の温度を除いて、環境条件下で１ヶ月から１２ヶ月後に、少なくとも不安定結合
の５％、好ましくは少なくとも１０％、より好ましくは少なくとも不安定結合の１５％（
少なくとも２５％を含む）が破壊する。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態では、被覆されたチューインガム要素の少なくとも１種類の
分解性エラストマーまたは樹脂状ポリマーが、ラクチド、グリコリド、トリメチレンカー
ボネート、δバレロラクトン、βプロピオラクトンおよびεカプロラクトンの群から選択
した環状エステルから生成したポリエステルポリマーである。こうしたポリマーは、ホモ
ポリマー、コポリマーまたはターポリマー（ブロックまたはグラフトコポリマー（たとえ
ば、ラクチドとεカプロラクトンとの間の最初の分子量比が９９：１～８０：２０の範囲
（たとえば、９５：５～９０：１０の範囲）のコポリマーを含むラクチドとεカプロラク
トンとのコポリマーおよびεカプロラクトンとδバレロラクトンとのコポリマーを含む）
）であることができる。
【００２７】
　一般に、チューインガムベース配合物は、様々な分子量のエラストマーおよび樹脂状ポ
リマーを含む。したがって、分解性ポリマーは、１，０００～９，９９９ｇ／ｍｏｌの範
囲、１０，０００～９９，９９９ｇ／ｍｏｌの範囲、または１００，０００～１，０００
，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の平均分子量（Ｍｗ）とすることができる。
【００２８】
　上記に定義したチューインガム中心材は、すべてのエラストマーまたは樹脂状成分が分
解性ポリマーであるガムベース部分を含んでもよい。しかし、ガムベース部分が、１種類
または複数の分解性ポリマーの他に、天然または合成ポリマーであり得る非分解性高分子
エラストマーおよび／または樹脂をある比率含むことは、本発明の範囲に含まれる。こう
した非分解性ポリマーの比率は、１０～５０重量％の範囲など、５～９０重量％の範囲を
含む、１～９９重量％の範囲でよい。
【００２９】
　これに関連して、有用な合成のエラストマーとしては、これに限定されものではないが
、食品医薬品局、ＣＦＲ、Ｔｉｔｌｅ　２１、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１７２，６１５、合成咀
嚼物質に列挙した合成エラストマー、例えば、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）平
均分子量が５０，０００～８０，０００の範囲を含む約１０，０００～約１，０００，０
００の範囲のポリイソブチレン、イソブチレンイソプレンコポリマー（ブチルエラストマ
ー）、たとえば約１：３～約３：１のスチレン／ブタジエン比を有するスチレン／ブタジ
エンコポリマー、ＧＰＣ平均分子量が２，０００～約９０，０００の範囲（例えば、３，
０００～８０，０００の範囲）を有する、ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡ）（通常風船ガムベー
スではより高い分子量のポリ酢酸ビニルが使用される）、ポリイソプレン、ポリエチレン
、たとえばラウリン酸ビニルの含量がコポリマーのなど約５～約５０重量％（たとえば、
１０～４５重量％）である酢酸ビニル／ラウリン酸ビニルコポリマー、およびそれらの組
合せなどがある。
【００３０】
　業界ではガムベース中に高分子量および低分子量エラストマーを有する合成エラストマ
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ーを組み合わせることが一般的である。本発明の好ましい合成エラストマーの組合せとし
ては、これに限定されるものではないが、ポリイソブチレンとスチレン－ブタジエン、ポ
リイソブチレンとポリイソプレン、ポリイソブチレンとイソブチレン－イソプレンコポリ
マー（ブチルゴム）、およびポリイソブチレン、スチレン－ブタジエンコポリマーおよび
イソブチレンイソプレンコポリマーの組合せ、ならびに上記のすべての個々の合成ポリマ
ーとポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル－ラウリン酸ビニルコポリマーのそれぞれおよびそれら
の混合物との混合物がある。
【００３１】
　有用な天然の非分解性エラストマーには、食品医薬品局が、ＣＦＲ、Ｔｉｔｌｅ　２１
、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１７２，６１５、に「天然野菜起源の咀嚼物質」として列挙したエラ
ストマー、燻煙したまたは液体ラテックス、およびグアユールガム、ジェルトン、レチカ
スピ（ｌｅｃｈｉ　ｃａｓｐｉ）、マッサランデュババラタガム、ソルバ、ペリリロ（ｐ
ｅｒｉｌｌｏ）、ロシンディニャ（ｒｏｓｉｎｄｉｎｈａ）、マッサランデュバチョコレ
ート、チクル、ニスペロ、グッタハンカン（ｇｕｔｔａ　ｈａｎｇ　ｋａｎｇ）、および
これらの組合せを含むその他の天然ガムなどの天然ガム化合物がある。好ましい合成エラ
ストマーおよび天然エラストマーの濃度は、以下に述べるように、ベースが使用されるチ
ューインガムが、粘着、一般、風船、またはレギュラーガムであるかによって変わる。本
発明の好ましい天然エラストマーは、ジェルトン、チクル、マッサランデュババラタゴム
、およびソルバである。
【００３２】
　本発明によると、有用なチューインガムベース成分は、所望の咀嚼特性を得て、ガムベ
ース組成物のエラストマーの可塑剤として働くのに貢献する１種類または複数の樹脂状化
合物が含まれる。本発明において、有用なエラストマー可塑剤としては、これに制限され
るものではないが、天然ロジンエステル、たとえば部分的に水素化したロジンのグリセロ
ールエステル、重合ロジンのグリセロールエステル、部分的二量体化ロジンのグリセロー
ルエステル、タリー油ロジンのグリセロールエステル、部分的に水素化したロジンのペン
タエリトリトールエステル、ロジンのメチルエステル、部分的水素化ロジンのメチルエス
テル、ロジンのペンタエリトリトールエステルを含む、しばしばエステルガムと呼ばれる
天然ロジンエステルがある。その他の有用な樹脂状化合物としては、αピネン、βピネン
、および／またはｄリモネンから誘導されたテルペン樹脂などの合成樹脂、天然テルペン
樹脂；および前記のものの任意の適当な組合せがある。好ましいエラストマー可塑剤はま
た、個々の用途、および使用するエラストマーのタイプに応じて変わるであろう。
【００３３】
　チューインガムベース配合物は、所望により、たとえば炭酸カルシウムおよびマグネシ
ウム、硫酸ナトリウム、粉砕した石灰岩、ケイ酸マグネシウムおよびアルミニウムなどの
ケイ酸塩化合物、カオリンおよびクレー、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、タルク，酸化
チタン、リン酸モノ、ジ、およびトリカルシウム、木材などのセルロースポリマー、およ
びそれらの組合を含む、１種類または複数の充填剤／テクスチャ剤を含んでもよい。
【００３４】
　充填剤／テクスチャ剤にはまた、果実野菜繊維、穀物、コメ、セルロース、およびそれ
らの組合せなどの、天然有機繊維を含めることができる。
【００３５】
　本明細書では、「柔軟剤」という用語は、ガムベースまたはチューインガム配合物を軟
らかくする成分を表し、ワックス、脂肪、オイル、乳化剤、界面活性剤、および可溶化剤
を包含する。
【００３６】
　本発明によると、ガムベース配合物は、１種類または複数の脂肪、たとえばタロー、水
素化タロー、完全にまたは部分的に水素化された任意の獣脂，完全に水素化したおよび部
分的に水素化した野菜油または脂肪、カカオバター、脱脂カカオバター、モノステアリン
酸グリセロール、トリ酢酸グリセロール、レシチン、モノ、ジ、およびトリグリセリド、
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アセチル化モノグリセリド、脂肪酸（たとえばステアリン酸、パルチミン酸、オレイン酸
、およびリノール酸）、および／またはそれらの組合せを含む。
【００３７】
　さらにガムベースを軟らかくし、それに水結合性を与えて、ガムベースに快適な滑らか
な表面を与え、その粘着性を低下させるために、通常１種類または複数の乳化剤を通常ガ
ムベースの０～１８重量％、好ましくは０～１２重量％の含量で組成物に加える。食用脂
肪酸のモノおよびジグリセリド、食用脂肪酸のモノおよびジおよびトリグリセリドの乳酸
エステルおよび酢酸エステル、アセチル化モノおよびジグリセリド、ＷＯ　００／２５５
９８（引用することによりその内容を本明細書に組み入れることとする）に開示されてい
るものを含めた食用脂肪酸のショ糖ポリエステルまたは糖エステル、ステアリン酸Ｎａ、
Ｋ、ＭｇおよびＣａ、レシチン、ヒドロキシル化レシチン、モノステアリン酸グリセロー
ル、トリ酢酸グリセロール、脂肪酸（たとえばステアリン酸、パルチミン酸、オレイン酸
、およびリノール酸）、没食子酸プロピル、およびそれらの組合せが、チューインガムベ
ースに加えることができる従来使用された乳化剤の例である。下記に定義するように、生
物学的にまたは薬剤として活性な成分が存在する場合は、その活性成分を分散させ放出さ
せるために、配合物がある種の特定の乳化剤、および／または可溶化剤を含んでもよい。
【００３８】
　通常ワックスは、ガムベースを調製するときに、コンシステンシーを調整し、チューイ
ンガムベースを柔軟にするために使用される。本発明と関連して、たとえばコメぬかろう
、ポリエチレンワックス、石油ワックス（精製パラフィンおよびマイクロクリスタリン・
ワックス）、パラフィン、みつろう、カルナウバろう、およびカンデリラろうなどの従来
使用された適当ないかなるタイプのワックスを使用してもよい。
【００３９】
　さらに、本発明によると、ガムベース配合物は、ＦＤ＆Ｃタイプ染料およびレーキ、果
実および野菜抽出物、二酸化チタン、およびそれらの組合せなどの着色剤および白色剤を
含んでもよい。さらに、有用なチューインガムベース成分としては、抗酸化剤、たとえば
ブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、没食
子酸プロピル、およびトコフェロール、ならびに防腐剤がある。
【００４０】
　下記に定義するチューインガム添加剤と混合した、チューインガムベース配合物の組成
は、実質上調製する個々の製品、および最終製品の所望の咀嚼およびその他の官能特性に
応じて変わる。しかし、上記ガムベース成分の通常の範囲（重量％）は：５～１００重量
％のエラストマー化合物、５～５５重量％のエラストマー可塑剤、０～５０重量％の充填
剤／テクスチャ剤、５～３５重量％の柔軟剤、および０～１重量％のその他の成分（たと
えば、抗酸化剤、着色剤等）である。
【００４１】
　チューインガム添加剤
　チューインガム中心材配合物は、上記の水不溶性ガムベース成分に加えて、チューイン
ガム添加剤の範囲を含む、通常水可溶性の部分を含む。本発明においては、「チューイン
ガム添加剤」という用語は、従来のチューインガム製造プロセスにおいてガムベースに加
えられるいかなる成分も表すのに使用される。こうした従来より使用されている添加剤の
大部分は水可溶性であるが、たとえば水不溶性香料化合物など水不溶性成分も含まれ得る
。
【００４２】
　本発明において、チューインガム添加剤としては、バルク甘味料、高強度の甘味料、香
料、柔軟剤、乳化剤、着色剤、結合剤、酸味料、充填剤、抗酸化性、および完成したチュ
ーインガム製品に所望の特性を与えるその他の成分（たとえば薬剤としてまたは生物学的
に活性な物質）がある。
【００４３】
　適当なバルク甘味料としては、糖および非糖甘味成分がある。バルク甘味料は、通常チ
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ューインガムの約５～約９５重量％、より典型的には約２０～約８０重量％（たとえば、
３０～７０重量％または３０～６０重量％）である。
【００４４】
　有用な糖甘味料は、チューインガム技術で一般的に知られている、ショ糖、デキストロ
ース、マルトース、デキストリン、トレハロース、Ｄタガトース、乾燥転化糖、フルクト
ース、レブロース、ガラクトース、コーンシロップ固体等を単独または組合せで含むサッ
カライド含有成分であるが、これらに限定されない。
【００４５】
　非糖甘味料としては、ソルビトールを使用することができる。その他の有用な非糖甘味
料としては、それだけに限定されるものではないが、マンニトール、キシリトール、水素
化デンプン加水分解物、マルチトール、イソマルト、エリトリトール、ラクチトール等の
単独または組合せを含む他の糖アルコールがあるが、これらに限定されない。
【００４６】
　高強度人工甘味料も単体または組合せで、上記甘味料と共に使用することができる。好
ましい高強度甘味料としては、スクラロース、アスパルテーム、アセスルファム塩、アリ
テーム（ａｌｉｔａｍｅ）、サッカリンおよびその塩、サイクラミン酸およびその塩、グ
リチルリジン、ジヒドロカルコン、タウマチン、モネリン、ステリオシド（ｓｔｅｒｉｏ
ｓｉｄｅ）等の単独または組合せがあるが、これらに限定されない。甘味と香料の知覚の
より長い持続をもたらすために、カプセル化するか、さもなければ少なくと人工甘味料部
分の放出を制御することが望ましい。所望の放出特性を実現するためには、湿式造粒法、
ワックス造粒法、噴霧乾燥、噴霧冷凍、流動床コーティング、コアセルベーション、酵母
細胞中へのカプセル化、および繊維押出成形などの技法を使用してもよい。甘味料のカプ
セル化はまた、樹脂状化合物などの他のチューインガム成分を用いて提供することもでき
る。
【００４７】
　人工甘味料の使用レベルはかなり異なり、甘味料の有効性、放出速度、製品の所望の甘
味、使用香料のレベルおよびタイプ、およびコスト要件などの要因によって決まる。した
がって、人工甘味料の使用レベルは、約０．００１～約８重量％（好ましくは約０．０２
～約８重量％）と異なってもよい。カプセル化のために使用される担体が含まれる場合は
、カプセル化甘味料の使用レベルは比例して高くなる。本発明に従って加工したチューイ
ンガム配合物中には、糖および／または非糖甘味料の組合せを使用することができる。ま
た、柔軟材が糖水溶液またはアルジトール溶液によるなど、さらに追加の甘味をもたらし
得る。
【００４８】
　低カロリーガムが望ましい場合は、低カロリー充填剤を使用することができる。低カロ
リー充填剤の例としては、ポリデキストロース、ラフティロース、ラフティリン、フラク
トオリゴ糖（ＮｕｔｒａＦｌｏｒａ（登録商標））、パラチノーゼオリゴ糖；グアーガム
加水分解物（たとえば、Ｓｕｎ　Ｆｉｂｅｒ（登録商標））、または非消化デキストリン
（たとえば、Ｆｉｂｅｒｓｏｌ（登録商標））がある。しかし、他の低カロリー充填剤も
使用できる。
【００４９】
　さらに、本方法で加工したチューインガム混合物中に含まれ得るチューインガム添加剤
としては、特に薬剤としてまたは生物学的な活性成分が存在する場合は、界面活性剤およ
び／または可溶化剤がある。本発明によるチューインガム組成物中に可溶化剤として使用
される界面活性剤のタイプの例として、Ｈ．Ｐ．Ｆｉｅｄｌｅｒ、Ｌｅｘｉｋｏｎ　ｄｅ
ｒ　Ｈｉｌｆｓｔｏｆｆｅ　ｆｕｒ　Ｐｈａｒｍａｃｉｅ，Ｋｏｓｍｅｔｉｋ　ｕｎｄ　
Ａｎｇｒｅｎｚｅｎｄｅ　Ｇｅｂｉｅｔｅ、６３～６４頁（１９８１）、および各国の認
可された食品乳化剤のリストが参照される。アニオン、カチオン、両性、または非イオン
可溶化剤を使用することができる。適当な可溶化剤としては、レシチン、ポリステアリン
酸オキシエチレン、ポリソルビタン脂肪酸オキシエチレンエステル、脂肪酸塩、食用脂肪
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酸のモノおよびジグリセリドの酒石酸モノおよびジアセチルエステル、食用脂肪酸のモノ
およびジグリセリドのクエン酸エステル、脂肪酸のサッカロースエステル、脂肪酸のポリ
グリセロールエステル、内部エステル化ヒマシ油酸のポリグリセロールエステル（Ｅ４７
６）、ステアロイルラチル酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ならびに脂肪酸およ
びポリオキシエチレン化硬化ヒマシ油のソルビタンエステル（たとえば、商品名ＣＲＥＭ
ＯＰＨＯＲとして販売されている製品）、エチレンオキシドとプロピレンオキシドのブロ
ックコポリマー（たとえば、商品名ＰＬＵＲＯＮＩＣおよびＰＯＬＯＸＡＭＥＲとして販
売されている製品）、ポリオキシエチレン脂肪アルコールエーテル、ポリオキシエチレン
ソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸のソルビタンエステル、ポリオキシエチレンステアリ
ン酸エステルがある。
【００５０】
　特に適した可溶化剤は、たとえば、ステアリン酸ポリオキシエチレン（８）およびステ
アリン酸ポリオキシエチレン（４０）などのステアリン酸ポリオキシエチレン、商品名Ｔ
ＷＥＥＮ、たとえばＴＷＥＥＮ　２０（モノラウリル酸）、ＴＷＥＥＮ　８０（モノオレ
イン酸）、ＴＷＥＥＮ　４０（モノパルチミン酸）、ＴＷＥＥＮ　６０（モノステアリン
酸）、またはＴＷＥＥＮ　６５（トリステアリン酸）として販売されている脂肪酸ポリオ
キシエチレンソルビタンエステル、食用脂肪酸のモノおよびジグリセリドのモノおよびジ
アセチル酒石酸エステル、食用脂肪酸のモノおよびジグリセリドのクエン酸エステル、ス
テアロイルラチル酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン化水素化
ヒマシ油、エチレンオキシドおよびプロピレンオキシドのグロックコポリマー、ポリオキ
シエチレン脂肪アルコールエーテルである。可溶化剤は、単一化合物またはいくつかの化
合物の組合せでもよい。活性成分の存在下では、チューインガムは、当技術分野で知られ
ている担体を好適に含むことができる。
【００５１】
　ここに提供されるチューインガム中心材は、天然および合成香料を含めた、たとえば天
然野菜化合物、精油、エッセンス、抽出物、粉末の形態の、風味プロフィールに影響を与
えることができる酸およびその他の物質を含めた、芳香剤および香料を含んでもよい。液
体および粉末香料の例としては、ココナツ、コーヒー、チョコレート、バニラ、ブドウ果
実、オレンジ、ライム、メントール、甘草、カラメル香料、ハチミツ香料、ラッカセイ、
クルミ、カシュー、ハシバミ、アーモンド、パイナップル、イチゴ、キイチゴ、トロピカ
ルフルーツ、サクランボ、シナモン、ペパーミント、ウインターグリーン、スペアミント
、ユーカリ、およびミント、リンゴ、ナシ、モモ、イチゴ、アンズ、キイチゴ、サクラン
ボ、パイナップル、およびスモモエッセンスからなどの果実エッセンスがある。精油とし
ては、上記のように、ペパーミント、スペアミント、メントール、ユーカリ、チョウジ油
、ゲッケイジュ油、アニス、タイム、ニオイヒバ油、ニクズク、および果実油（たとえば
レモン、ベルガモット、およびオレンジ）がある。
【００５２】
　チューインガム香料は、好ましくは粉末、スライス、または小片またはこれらの組合せ
の形態に凍結乾燥した天然香料であってもよい。粒子サイズは、粒子の最も長い寸法とし
て計算して３ｍｍ未満（たとえば、２ｍｍ未満）、より好ましくは１ｍｍ未満である。天
然香料は、粒子サイズが、４μｍ～１ｍｍ（たとえば、約３μｍ～２ｍｍ）の形態である
。好ましい天然香料としては、果実（たとえばイチゴ、ブラックベリーおよびキイチゴ）
からの種子がある。
【００５３】
　混合果実香料などの様々な合成香料も、本発明のチューインガム中心材中に使用し得る
。上記に示した芳香剤は、従来使用したものより少量を使用することができる。芳香剤お
よび／または香料は、使用する芳香剤および／または香料の所望の強度に応じて、最終製
品の０．０１～約３０重量％（好ましくは０．０１～約１５重量％）を使用することがで
きる。好ましくは、芳香剤／香料の含量は、合計組成物の０．２～３重量％の範囲である
。
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【００５４】
　アジピン酸、コハク酸、フマル酸またはそれらの塩、またはクエン酸、酒石酸、リンゴ
酸、酢酸、乳酸、リン酸およびグルタル酸の塩のような様々な酸も果実香料と組合せて通
常使用される。
【００５５】
　一実施形態では、チューインガム中心材組成物は、薬剤としてまたは生物学的に活性な
物質を含む。こうした活性物質の例としては、包括的なリストが、たとえばＷＯ　００／
２５５９８（引用することによりその内容を本明細書に組み入れることとする）に見出さ
れるが、薬物、食餌サプリメント、殺菌剤、ｐＨ調整剤、禁煙剤、および過酸化水素など
の、口腔および歯の手入れまたは治療用の物質、および噛んでいる間に尿素を放出する化
合物がある。口腔内のｐＨを調整する薬剤の形態の活性物質の例としては、アジピン酸、
コハク酸、フマル酸、またはそれらの塩、またはクエン酸塩、酒石酸、リンゴ酸、酢酸、
乳酸、リン酸およびグルタル酸の塩、および炭酸塩、炭酸水素塩、リン酸塩、硫酸塩など
の許容される塩基、またはナトリウム、カリウム、アンモニウム、マグネシウムまたはカ
ルシウム、特にマグネシウムおよびカルシウムなどの酸化物がある。
【００５６】
　本発明による被覆チューインガム要素のガム中心材は、以下に説明するものを含めた従
来の任意の被覆方法を用いて、チューインガム中心材の塗布を可能にするいかなる形態、
形、寸法をももち得る。したがって、ガム中心材は、たとえばペレット、クッション型ペ
レット、棒状、タブレット、塊、トローチ、丸薬、ボール、および球から選択される形態
であってもよい。
【００５７】
　外コーティングのタイプおよび配合物
　本発明によると、チューインガム要素は、チューインガム中心材上に塗布した約０．１
～約７５重量％の外コーティングを含む。本発明において、適した外コーティングとは、
上記に定義した環境による分解性のチューインガム製品の貯蔵安定性を、被覆していない
同じ組成のチューインガムに比較して延長させる任意のコーティングである。したがって
、適したコーティングのタイプとしては、現在チューインガム、医薬製品、および菓子の
コーティングに使用されるものを含む任意の組成物のハードコーティング、フィルムコー
ティング、およびソフトコーティングがある。
【００５８】
　本発明において好ましい外コーティングの１つのタイプは、ハードコーティングであり
、この用語は糖コーティング、および糖フリー（または無糖）コーティング、ならびにそ
れらの組合せを含むその用語の従来の意味に使用されている。ハードコーティングの目的
は、消費者によって価値が認められている甘味で歯ごたえのよい層を得ること、および本
発明による分解性ガム中心材の場合は、ガム中心材を噛む前の分解のような様々な理由で
保護することである。チューインガム中心材に保護糖コーティングを与える通常の方法で
、ガム中心材は、適当な被覆装置中でサッカロースまたはデキストロースなどの結晶化可
能な糖の水溶液で連続的に処理され、コーティングが達した段階に応じて、その他の機能
性成分、たとえば充填剤、結合剤、着色剤等を含むことができる。本発明においては、糖
コーティングは、香料化合物、薬剤として活性な化合物および／またはポリマー分解性物
質を含む他の機能性または活性化合物を含むことができる。
【００５９】
　しかし、チューインガムの製造において、コーティング中の齲蝕原生の糖化合物を他の
もの、好ましくは齲蝕原生作用を持たない結晶化が可能な甘味化合物によって置き換える
ことができる。当技術分野では、こうしたコーティングは一般に無糖または糖フリーのコ
ーティングと呼ばれる。本発明において好ましい非齲蝕原生ハードコーティング物質とし
ては、多価アルコール、たとえばソルビトール、マルチトール、マンニトール、キシリト
ール、エリトリトール、ラクチトール、イソマルト、およびタガトース（これらはそれぞ
れ、Ｄグルコース、マルトース、フルクトースまたはレブロース、キシロース、エリトロ
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ース、ラクトース、イソマルツロース、およびＤガラクトースを水素化することによって
工業的方法によって得られる）、および非齲蝕原生のモノ、ジサッカライドであるトレハ
ロースがある。
【００６０】
　以下に詳細に説明する典型的なハードコーティング方法では、結晶化可能な糖および／
または多価アルコールを含む懸濁液をガム中心材上に塗布し、それが含む水を、空気を吹
き付けて蒸発させる。必要な膨潤（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）に達するために、このサイクルを
何回か、通常１０～８０回反復する。「膨潤（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）」という用語は、開始
時と比較して被覆操作の最後に被覆した生成物の最終重量または厚さに関して判断される
、生成物重量または厚さの増加を指す。本発明によると、コーティング層は完成チューイ
ンガム要素の約０．１～約７５重量％（たとえば、約１５～約５０重量％を含む約１０～
約６０重量％）を構成する。
【００６１】
　他の有用な実施形態では、本発明のチューインガム要素の外コーティングングは、フィ
ルムコーティング方法にかけられる要素であり、これはそれゆえに、１種類または複数の
フィルム形成ポリマー剤、および所望により１種類または複数の補助化合物、たとえば可
塑剤、顔料、および乳白剤を含む。フィルムコーティングは、上記の任意の形態のチュー
インガム中心材に塗布する薄いポリマーベースのコーティングである。こうしたコーティ
ングの厚さは、通常２０～１００μｌｍの間である。通常、フィルムコーティングは、チ
ューインガム中心材を適当な水性または有機溶媒ビヒクル中のコーティング材料の霧状に
した液滴を有するスプレー域を通過させることによって得られ、その後に、次の部分のコ
ーティングを受ける前に、ガム中心材に付着した被覆材料を乾燥させる。被覆が完了する
までこのサイクルを反復する。
【００６２】
　本発明において、適当なフィルムコーティングポリマーとしては、メチルセルロース（
ＭＣ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰ
Ｃ）、およびヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）を含むセルロースエーテ
ルなどの食用セルロース誘導体がある。その他の有用なフィルムコーティング剤は、アク
リル酸ポリマーおよびコポリマー、たとえばメチルアクリレートアミノエステルコポリマ
ーまたはセルロース誘導体とアクリル酸ポリマーの混合物である。機能性ポリマーとも呼
ばれるフィルムコーティングポリマーの特定の群は、フィルム形成特性の他に、チューイ
ンガム配合物の活性成分に対して改良された放出性能を与える。こうした放出改良ポリマ
ーとしては、メチルアクリル酸エステルコポリマー、エチルセルロース（ＥＣ）、および
酸性の胃環境には抵抗をするが、十二指腸中では容易に溶解するように設計した腸溶性ポ
リマーがある。後者の群のポリマーとしては、酢酸フタル酸セルロース（ＣＡＰ）、酢酸
フタル酸ポリビニル（ＰＶＡＰ）、シェラック、メタクリル酸コポリマー、酢酸トリメリ
ト酸セルロース（ＣＡＴ）、ＨＰＭＣがある。本発明による外フィルムコーティングは、
上記のフィルムコーティングポリマーの任意の組合せを含んでもよいことを理解されたい
。
【００６３】
　他の実施形態では、本発明によるチューインガム要素のフィルムコーティング層は、ポ
リマーの物理特性を変えて、フィルム形成材料としての機能をより有用に発揮させる能力
を有する可塑化剤を含む。通常、可塑剤の効果は、可塑剤分子それ自体が個々のポリマー
連鎖の間に入り込み、それによってポリマー／ポリマー相互作用をさせないために、ポリ
マーをより柔軟で、より曲げやすくする。フィルムコーティング中に使用されるほとんど
の可塑剤は、無定形であるか結晶性が非常に少ない。本発明において適当な可塑剤として
は、グリセロール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール（たとえばその２０
０～６０００等級）などの多価アルコール、フタル酸エステルなどの有機エステル、セバ
シン酸ジブチル、クエン酸エステル、チアセチン、オイル／グリセライド（これには、ヒ
マシ油、アセチル化モノグリセリド、および分別ヤシ油が含まれる）がある。
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【００６４】
　本発明のチューインガム要素の外コーティング用の、フィルム形成ポリマーおよび柔軟
化剤の選択は、水分およびガスのフィルムを通過する溶解および拡散に関して、コーティ
ングの可能な最高の障壁特性を実現するための正当な考察をして行われる。
【００６５】
　チューインガム要素のフィルムコーティングはさらに、１種類または複数の着色剤また
は乳白剤を含むことができる。こうした試薬は、所望の色相を提供することに加えて、分
解性ポリマーを噛む前の分解から、特に光を反射させることによりまたは水分およびガス
に対する障壁を形成することによって保護するのに貢献する。適当な着色剤／乳白剤とし
ては、有機染料およびそれらのレーキ、無機着色剤、たとえば酸化チタン、およびたとえ
ばβカロチンまたはクロロフィルなどの天然着色剤がある。
【００６６】
　さらに、フィルムコーティングは、香料およびワックス、またはポリデキストロースな
どの糖類化合物、マルトデキストリン、ラクトースを含むデキストリン、変性デンプン、
ゼラチンまたはゼインなどのタンパク質、植物性ガム、およびそれらの任意の組合せなど
の１種類または複数の補助物質を含むことができる。
【００６７】
　特定の一実施形態では、チューインガム中心材が棒状の形態であり、その少なくとも１
つの側面上にフィルム形成剤、たとえばセルロース誘導体、変性デンプン、シャラック（
ｓｈａｌｌａｃ）、アラビアゴム、デキストリン、ゼラチン、ゼイン、植物性ガム、合成
ポリマー、およびそれらの任意の組合せ、およびみつろう、カルナウバろう、マイクロク
リスタリンろう、パラフィンろう、ならびにそれらの組合せのコーティング層を含む食用
フィルムが提供される。
【００６８】
　本発明の１つの重要な目的は、分解性ガムベースポリマーを含有するために、環境中で
より容易に分解されおよび／またはそこから容易に除去することができ、噛むまえの望ま
しくない分解を引き起こし得る物理的および化学的影響から噛む前に保護されるチューイ
ンガムを提供することである。したがって、ポリマーの分解を高度に保護する外コーティ
ングを有するチューインガムを提供することは、本発明の範囲に包含される。このことは
たとえば、光、酸素、または湿度などの上記物理的および化学的要因から保護する外コー
ティングを提供することにより実現される。あるいは、チューインガム中心材の成分とし
て存在すると、ポリマー分解を引き起こすチューインガム添加剤の包含を除外し、こうし
た物質を外コーティングに取り込むことによって、ポリマーの分解の保護が達成される。
分解性ポリマーと接触している場合、噛む前のポリマーの安定性に悪影響を与え得る成分
の例としては、酸性成分、たとえば酸性香料成分、または酸化性、および加水分解性物質
がある。ハードまたはフィルムコーティング層中に有利に取り込まれることができる別の
物質には、チューインガムベース中に存在する分解性ポリマーの分解または加水分解を促
進する効果を有する物質が含まれる。こうした物質は、ポリマー中の結合の加水分解が可
能な酸素であり、例として、ヒドロラーゼ、エステラーゼ、プロテアーゼおよびペプチダ
ーゼが挙げることができる。
【００６９】
　本発明の一態様では、チューインガムの外コーティングが、１種類または複数の前述し
た薬剤としてまたは化粧品として活性な成分を含むことができる。
【００７０】
　したがって、更なる実施形態では、本発明の上記ハードコーティングまたはフィルムコ
ーティングをしたチューインガム要素は、外コーティングが結合剤、水分吸収成分、フィ
ルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量剤、香料、着色剤、薬剤としてまたは化粧品とし
て活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、ポリオール、高強度甘味料、酸および分解
性ポリマーの噛んだ後の分解を促進することが可能な試薬から選択される少なくとも１種
類の添加剤成分を含む要素である。外コーティング中のこれらの任意の添加剤成分の効果
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をチューインガムを咀嚼するまで遅らせることが望まれる場合は、こうした成分を、本発
明に従って従来の任意のカプセル化剤、たとえばゼラチンおよびダイズタンパク質を含む
タンパク質、上記の任意ものを含むセルロース誘導体、デンプン誘導体、食用合成ポリマ
ーおよび脂質物質などを用いてカプセル化することができるが、後者は場合によりリポソ
ームカプセル化の形態でもよい。
【００７１】
　他の実施形態では、本発明によるチューインガム要素に、当技術分野において一般にソ
フトコーティングといわれる形態の外コーティングを提供する。こうしたソフトコーティ
ングは、従来の方法を用いて塗布され、糖または任意の上記の非齲蝕原生の糖フリーまた
は無糖甘味化合物、およびデンプン加水分解物および／または水素化デンプン加水分解物
の混合物からなることが有利である。
【００７２】
　本発明の別の主な目的は、本明細書において定義したチューインガム要素を調製するた
めの、ハードコーティング方法を提供することである。
【００７３】
　この方法の第１の態様では、少なくとも１種類の環境分解性のエラストマーまたは樹脂
状ポリマーを含むチューインガム塊を調製する。本明細書では、「チューインガム塊」と
いう表現は、チューインガムベース成分および上記のチューインガム添加剤を、従来のチ
ューインガム混合装置を用いて混合することによって与えられたバルクチューインガム材
料を意味する。現在のチューインガム塊を提供するための従来方法は、少なくとも２つに
分かれたステップを含み、第１ステップで、通常種々のエラストマーおよび樹脂状化合物
を含むチューインガムベースを作製し、次のステップで、上記に定義した様々のチューイ
ンガム添加剤を配合する。一般に、こうした従来方法では、初めにガムベースを融解し、
それを運転中の混合器に加えて成分を混合する。あるいは、ガムベースを混合器中で融解
してもよい。こうした従来方法は、本発明の方法の第１ステップには適しているが、１ス
テップ混合方法を使用することが有利であり、この場合、１種類または複数の本明細書に
定義した分解性ポリマーを含むすべてのガムベース成分およびすべてのチューインガム添
加剤を適当な順序で混合機中に投入し、続いて大気圧でまたは大気圧より高圧で、チュー
インガムバルク塊が得られるまで混合機を操作する。
【００７４】
　次のステップで、こうして得られたチューインガム塊を混合器から取り出す。必要なら
、冷却し、上記のガム中心材のいずれかの形態に押し出すことなどにより形づくり、また
は成形し、次いでガム中心材上にコーティング剤の溶液または懸濁液、好ましくは溶液を
塗布することを含む少なくとも１つのコーティングサイクルを含み、このコーティングサ
イクルをコーティング層がチューインガム要素の０．１～７５重量％となるまで繰返す、
ハードコーティング方法のステップにかける。コーティング剤として上記に詳細に記載し
た糖、非糖のポリオールおよびモノ、ジ糖類のいずれかを単独または組み合わせて使用し
てハード糖コーティング、またはハード無糖コーティングのそれぞれを提供することがで
きる。
【００７５】
　中心材のハードコーティングは通常、傾斜した円形のまたは水平に置かれた円筒型の全
プロセス中回転するコーティングケトル中で行われる。コーティングケトルは、銅、ステ
ンレススチール、またはガラス繊維強化ポリエステルで作製することができ、空気を供給
および排気し、コーティング懸濁液を添加する配管系を備え付けることができる。
【００７６】
　本発明による代表的なコーティングは、いくつかのコーティングサイクルを含み、その
それぞれが以下のように行われる：チューインガム中心材を回転するコーティングケトル
中で動かし、続いてコーティング溶液を、適当な平滑化時間、すなわちコーティング溶液
が中心材上に分散する間の時間（通常約１０～約９０秒の範囲（たとえば、約３０～約６
０秒の範囲））後に中心材の表面が均一に分散されるように選択した容量で導入する。こ
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の平滑化ステップに続いて、中心材を空気を使って乾燥する。このサイクルを、中心材が
完全にカバーされ、好ましい寸法および好ましい重量を持つまで、１０～１００回（たと
えば、２０～８０回）反復する。いずれにしても、本発明は、０．１～７５重量％のコー
ティングを含むハードコートされたチューインガム要素を実現するのに十分なコーティン
グ剤を塗布することを企図するものである。コーティング懸濁液を、当業者に知られた方
法においてガム中心材と混合する、またはガム中心材に噴霧する、注ぐまたは添加するこ
とによってケトルに加えることができる。
【００７７】
　コーティング懸濁液は通常、水などの適当な溶媒中約３０～約７５重量％の範囲たとえ
ば、約４０～６０重量％の範囲の濃度の、糖シロップ、または多価アルコールを含む上記
の任意の他のコーティング剤の形態をしている。ガム中心材上に塗布する場合、コーティ
ングの溶液温度は、通常約２０℃～約１００℃の範囲（たとえば、約３０℃～約８０℃の
範囲）のたとえば約４０℃～約７０℃の範囲（たとえば、約５５℃）である。
【００７８】
　さらに、本発明は、充填剤、着色剤、香料化合物、薬剤として活性な化合物および／ま
たは上記のタイプの任意のポリマー分解物質を含む１個または複数の機能性または活性化
合物を、コーティングプロセスの間にハードコーティング中に取り込むことを企図するも
のである。こうした活性化合物は便利には、１つまたはいくつかずつ組み込むことによっ
て、コーティング溶液または懸濁液中に加えるか、あるいは別の懸濁液／溶液としてまた
は固体粉末の形態で、たとえばガム中心材上に散布することによって被覆されるガム中心
材に塗布される。
【００７９】
　こうした活性物質を固体の形態で塗布する場合、固体形態の活性物質のかなりの量を、
まだ粘着性のコーティングに付着させるために、好ましくは塗布したコーティング層が乾
燥する前に塗布を行う。ただし、実際のコーティング溶液の乾燥時間は、使用する個々の
コーティング配合物によって決まるが、部分的に被覆したチューインガム中心材に、前の
コーティング層を塗布した直後に、活性物質を塗布することが好ましい。場合によっては
、部分的に被覆したチューインガム中心材を、活性物質の結合が可能な粘着質の表面を提
供するように、固体形態の活性物質を加える前に濡らすことができる。活性物質は、最終
サイクルを含む任意のサイクルで加えることができることを理解されたい。さらに、２以
上の異なる活性または機能性成分を、コーティングプロセス中に塗布することができる。
【００８０】
　好ましい一実施形態では、コーティングプロセス中に活性物質をカプセル化した形態で
加え、それによってその物質に高い程度の安定性を与え、その物質が被覆チューインガム
の表面に移動する傾向を低下させる。さらに、カプセル化した活性物質は、たとえば酸化
または光への暴露による変質から保護される。このことは、特にペパーミント、レモン、
ライム、およびオレンジなどの精油の形態の香料および芳香化合物と関連して特に重要で
ある。
【００８１】
　活性物質をカプセル化して外コーティング中に取り込むこともまた、活性物質がコーテ
ィング中またはチューインガム中心材中のその他の成分と反応することから防止するため
に使用される。したがって、酸性化合物および酵素を含むある種の活性成分は、本発明に
よるチューインガム中心材中の分解性ポリマーの噛む前の分解を促進することができる。
したがって、ガムベースポリマーの望ましくない分解は、こうした活性化合物をコーティ
ング層中に組み入れることによって防止することができること、およびまた活性物質をカ
プセル化の形態で適用することによりさらに分解を防止または低減することができること
、が理解されるであろう。
【００８２】
　本発明において、有用なカプセル化剤としては、脂肪物質、ワックス、ゼラチン、アラ
ビアゴム、デンプン、セルロース、セルロース誘導体、シェラック、酢酸ビニル（ＰＶＡ
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）、ポリエチレン（ＰＥ）、カゼイン、ゼイン、Ｂシクロデキストリン、シリカ、酵母細
胞、およびこれらの任意の組合せがあるが、これらに限定されない。本発明において、好
ましいカプセル化剤としては、水素化ダイズ、綿実、ココナツ、ヒマワリ、パーム核、ナ
タネおよびヒマシ油などの脂肪物質、またはみつろう、カンデリラろう、カルナウバろう
、パラフィンろう、およびポリエチレンワックスなどのワックスがある。特に水素化ナタ
ネ油およびカルナウバろうの混合物が好ましい。
【００８３】
　本発明によるハードコーティング方法は、他のステップとして平滑ステップおよび／ま
たはつや消しステップを含んでもよい。「平滑化」という用語は、ハードコーティングで
使用するものほど濃くない結晶化可能溶液の１種類または複数の塗布または取り付けを含
む処理を意味する。このステップの目的は、被覆製品の表面外観を仕上げることである。
「つや消し」については、これもまた製品の外観を改善するために使用されるが、さらに
周囲の水分からそれらを隔てる目的もある。この技法は結晶化可能溶液を使用する点でハ
ードコーティングに似ている。本質的な違いは単に１、２、または３サイクルが行われる
ことである。
【００８４】
　コーティングサイクルが完了した後、被覆要素を研磨処理にかける。研磨も回転するコ
ーティングケトル中で行われ、研磨懸濁液または研磨粉末を１回または複数回に分けて被
覆した中心材に加える。研磨懸濁液は、通常ワックス、乳化剤、シェラック、アラビアゴ
ム、および水などの溶媒を含む。研磨粉末は、しばしばワックスのみ、または乳化剤また
はアラビアゴムまたはタルクと混合したワックスからなる。
【００８５】
　ハードコーティングは、一般に「ガミング」（もしくは「グレイジング（ｇｌａｚｉｎ
ｇ）」）または「シーリング（Ｓｅａｌｉｎｇ）」と呼ばれる技法を含むその他のコーテ
ィング技法を先行してもよい。ガミングは、アラビアゴム、変性デンプンおよび酢酸フタ
ル酸セルロース（ＣＡＰ）を含むセルロース、シェラック、酢酸フタル酸ポリビニル（Ｐ
ＶＡＰ）、およびマルトデキストリンなどの非結晶性の一般に非吸湿性の物質から作製し
たシロップを使用する技法である。この技法は、酸素または水分の移動を防ぐ障壁の役割
を果たすガラス質のフィルムを被覆される製品に溶液を１回または数回塗布して生成させ
ることができる。この方法では、様々な性質の粉末を、シロップ中に含まれる水を結合す
るような非結晶性溶液と共に使用することができる。その他の場合では、融解したまたは
溶媒で液体化した糖またはポリオールを使用することができる。冷却するまたは溶媒を蒸
発させると、硬くて脆いガラス質の層が得られる。
【００８６】
　特定の実施形態では、コーティングサイクルが、コーティング溶液中で使用したものと
同じまたは異なる粉末状のコーティング剤を、被覆される中心材上に塗布する１つまたは
複数のステップを含んでもよい。こうした方法の例が米国特許第５，４７８，５９３号に
開示されている。他実施形態では、本発明によるハードコーティング方法は、コーティン
グ時に、結合剤、吸湿成分、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量剤、香料、着色
剤、薬剤としてまたは化粧品として活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、ポリオー
ル、高強度甘味料、酸、および加水分解酵素などの分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進
可能な試薬からなる群から選択した少なくとも１種類の添加剤成分を組み入れる方法であ
る。
【００８７】
　他の態様では、本発明は上記に定義したチューインガム要素を、食用のフィルムで被覆
するための方法を提供する。この方法では、チューインガム塊を調製し、この塊を所望の
チューインガム中心材の形態に成形する最初のいくつかのステップは、ハードコーティン
グ方法について上記に説明した通りである。次のステップで、少なくとも１種類の食用の
フィルム形成剤を含む食用のフィルムを、こうして成形されたチューインガム中心材の少
なくとも一部に塗布して、チューインガム要素の０．１～７５重量％（好ましくは１～１
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０重量％）を含む、少なくとも部分的に被覆されたチューインガム要素を得る。
【００８８】
　本発明において、上記のように、フィルムコーティングは、本発明のチューインガム中
心材に塗布する比較的薄いポリマーベースの被覆であると定義されることができる。こう
したコーティングの厚さは、通常２０～１００μｍである。フィルムコーティング配合物
は、通常以下の成分を含む：ポリマーフィルム形成剤、可塑剤、顔料、およびビヒクル（
溶媒）。
【００８９】
　フィルムコーティング配合物の塗布は、動いているガム中心材上に噴霧するまたは注ぐ
ことによって実施される。本発明の方法では、通常薬剤および菓子業界で使用されている
いかなるフィルムコーティング装置も利用することができる。こうした装置としては、上
記のようなコーティングケトルまたはパン、流動床コーティングカラム、テ－パ円筒型パ
ン／ケトル、たとえばペリグリーニ（Ｐｅｌｌｉｇｒｉｎｉ）と呼ばれる装置（これは前
部と後部が開いており、前部開口を通して置かれたアーム上に取り付けたスプレーガンに
より供給される）がある。乾燥用空気および排気は共に、後部から供給され、排出される
。他の有用なフィルムコーティング装置は、有孔ロータリーコーティングパンであり、こ
れは被覆中に乾燥空気が、タブレット床およびパンの壁面を通過する噴霧と並流で吸い込
まれるようにされている。
【００９０】
　一般にコーティング方法は、ガム中心材にコーティング配合物の適当な量を塗布する１
以上のサイクルのことであり、続いて乾燥ステップが行われる。
【００９１】
　フィルムコーティング方法において有用なポリマー材料、可塑剤、顔料、および補助物
質は、上記に説明してきた。さらに、フィルムコーティングは、上記のように、ハードコ
ーティング方法で有用なものを含む１種類または複数の活性または機能性化合物を含むこ
とができる。したがって、塗布されたフィルムコーティングは、結合剤、水分吸収成分、
フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量剤、香料、着色剤、薬剤としてまたは化粧品
として活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、酸および加水分解に活性な酵素を含む
分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進可能な試薬からなる群から選択した少なくとも１種
類の添加剤成分を含むことができる。
【００９２】
　１つの特定な実施形態では、フィルムコーティングにかけられるガム中心材は、棒の形
態をしており、片側または両側に、フィルム形成剤および可塑剤（たとえば、ワックス）
を含む１つまたは複数のコーティング配合物の層を棒の上に単に塗布することによって被
覆することができる。
【００９３】
　他の態様では、本発明は、上記に説明したように調製された、ソフト被覆チューインガ
ム要素を得るためのソフトコーティング方法に関する。本明細書では、「ソフトコーティ
ング」という表現は、チューインガム中心材の表面上に、噛みでのある軟らかい層を作る
方法を意味する。このコーティングは、最初は、たとえばデンプン加水分解物を含む非結
晶性の炭水化物溶液を、次いで粉末、通常結晶化ショ糖を、反復して塗布することによっ
て得られる。ソフトコーティングプロセスにおいて、上記の非齲蝕原生のいずれかの甘味
化合物を使用することも考えられる。ソフトコーティングは一般に厚く、膨潤（Ｓｗｅｌ
ｌｉｎｇ）は通常およそ１０～８０％、時にはさらに大きくなる。通常溶液に使用する物
質は、粉末を構成するものと異なっている。
【００９４】
　本発明のソフトコーティング方法では、コーティング配合物は、結合剤、水分吸収成分
、フィルム形成剤、分散剤、抗固着成分、増量剤、香料、着色剤、薬剤としてまたは化粧
品として活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、非齲蝕原生の甘味料、酸、および分
解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進可能な試薬（たとえば、加水分解に活性な酵素）から
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に使用される、上記の任意の活性および補助化合物を含むことができる。
【００９５】
　本発明を以下の非限定的実施例でさらに詳細に説明する。
【実施例１】
【００９６】
　混合前にガムベースを融解する従来の２ステップの方法を用いた、分解性ガムベースポ
リマーを含む、ペパーミント風味のチューインガムの調製
　この実施例では、加水分解的にまたは光の影響下で壊れることができる、不安定な結合
を有する環状エステルの重合によって得られた、分解性ポリマーをガムベース部分として
使用した。以下では、ポリマーはＢＤＰ１として表わされる。以下のリストのチューイン
グ添加剤と混合する前に、ガムベースポリマーを１００℃の水浴中で３０分間軟化／融解
させた。
【００９７】
　前もって融解したガムベースを、約１／３量のソルビトールと共に、ケトルボウル内に
２枚の刃を備え、それぞれが文字「Ｚ」の形であり、その速度が１～１１０ｒｐｍに調節
できる、従来の二重シグマブレード混合器（Ｋｒｕｐｐ、Ｗｅｒｎｅｒ　＆　Ｐｆｌｅｉ
ｄｅｒｅｒＧｍｂＨ、ドイツ）中に入れた。この実験では、２枚刃混合器を５０ｒｐｍに
調節した。次いで、以下の表１にリストした残りのチューインガム添加剤を、攪拌の条件
下に、指示された時点で加えた。チューインガム配合物の組成と混合条件を以下の表１に
まとめた。
【００９８】
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【実施例２】
【００９９】
　混合前にガムベースを融解する従来の２ステップの方法を用いて、分解性ガムベースポ
リマーを含むペパーミント風味のチューインガムの調製
　この実施例では、ＢＤＰ１の基本性能を有するＢＤＰ２と呼ばれる異なる前融解した分
解性ポリマーを使用する変更をしたが、実質上実施例１で説明した通りにチューインガム
を調製した。組成および混合条件を以下の表２に列挙した。
【０１００】
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【表２】

【実施例３】
【０１０１】
　１ステップ混合方法を用いた、ガムベース部分として分解性ポリマーを含むペパーミン
ト風味のチューインガムの調製
　このテストで使用した１ステップ方法は、実質上実施例４の通りであるが、ガムベース
パートを実施例１で使用したＢＤＰ１と呼ばれる環境分解性ポリエステルポリマーに変更
した。組成および混合条件は以下の表３に示したとおりであった。
【０１０２】
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【０１０３】
　明らかに、すべてのチューインガム成分を１ステップ混合方法で、実施例１の対応する
参照２ステップ方法と同じ時間内で、チューインガム塊の最終温度が高温に達することな
しに混合することが可能であった。実際、１ステップ方法を使用するとき、最終チューイ
ンガム塊の最終温度はかなり低い。
【実施例４】
【０１０４】
　１ステップ混合方法を用いた、ガムベースとして分解性ポリマーを含むペパーミント風
味のチューインガムの調製
　この実施例で使用した１ステップ方法は、実質上実施例５の通りであるが、ガムベース
パートを実施例３で使用したポリマーと同じ基本特性を有するＢＤＰ２と呼ばれる異なる
環境分解性のポリエステルポリマーに変更した。組成および混合条件を以下の表４に列挙
した。
【０１０５】
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【表４】

【０１０６】
　必要な混合時間および最終チューインガム塊の温度は、１ステップ方法を用いた場合に
分解性ポリマーＢＤＰ１について得られたものと実質上同様であった。
【実施例５】
【０１０７】
　１ステップ混合方法を用いた、ガムベースとして分解性ポリマーを含む、ペパーミント
風味のチューインガムの調製
　この実施例では、チューインガムを、実質上実施例３または４の通りに調整したが、ガ
ムベースパートとして、個々の分解性ポリマーのいずれかの代わりに、同量の分解性ポリ
マーＢＤＰ１およびＢＤＰ２をそれぞれ使用するように変更した。組成および混合条件を
以下の表５に列挙した。
【０１０８】
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【表５】

【０１０９】
　必要な混合時間および最終チューインガム塊の温度は、分解性ポリマーＢＤＰ１および
ＢＤＰ２のいずれかを使用した場合に得られたものと実質上同様であった。
【実施例６】
【０１１０】
　ガムベースとして非分解性および分解性ポリマーの混合物を使用し、すべてのガムベー
ス成分を混合器に別々に投入する１ステップ混合方法を使用したペパーミント風味のチュ
ーインガムの調製
　この実施例では、ガムベースパートが非分解性ポリマー（すなわち、ポリイソブチレン
、低分子量を有する酢酸ビニルおよびエステルガムの混合物）および分解性ポリマーＢＤ
Ｐ１の両方からなっていた。これらのチューインガムベース成分のそれぞれが、前の実施
例で使用した混合装置に、以下の表６に指示した時点で別々に加えられた。
【０１１１】
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【表６】

【０１１２】
　明らかに、ある範囲の非分解性ガムベースポリマーおよび分解性ポリマーを別々にプロ
セス中に加え、完成チューイング塊を非常に短い時間内に得る、１ステップチューインガ
ム混合方法を提供することが可能である。
【実施例７】
【０１１３】
　１ステップ混合方法を用いた、ガムベース部分として分解性ポリマーを含むペパーミン
ト風味のチューインガムの調製
　この試験で使用した１ステップ方法は、実質上実施例３の通りであるが、比較的少量の
分解性ガムベースポリマーを使用し、除いた量を充填剤と水素化脂肪で置き換えるよう変
更した。組成および混合条件を、組成および混合条件をまとめる以下の表７に列挙した。
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【０１１４】
【表７】

【実施例８】
【０１１５】
　実施例１～７で得られたチューインガムのためのハードコーティング方法
　実施例１～７で得られた任意のチューインガム塊のバッチをチューインガム中心材に成
形する。始めにそれらを圧延してチューインガムのシートを得、続いて整合性のあるシー
トを、それぞれの重量が０．９ｇであるタブレットの形態のチューインガム中心材に分離
する。
【０１１６】
　こうして得られたチューインガム中心材を、Ｄｒｉａｍ　Ｍｅｔａｌｌｐｒｏｄｕｋｔ
　ＧｍｂＨ、ドイツによって供給されたＤＲＩＡ　１２００コーティングケトルに移す。
ＤＲＩＡ　１２００装置は、５０ｋｇのチューインガム中心材のバッチをコーティングす
る能力のある水平に置かれた円筒ケトルである。この装置は、液体および固体コーティン
グ物質の投入量ならびに平滑化時間、乾燥時間、乾燥空気の供給、乾燥空気温度および空
気流方向を制御するコンピュータを備えている。この装置はまた、ガム中心材上に硬い粉
末状固体物質を供給するための散布アームを備えている。コーティングケトルは、様々な
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速度１～１５ｒｐｍに調節可能である。
【０１１７】
　コーティング方法は以下のように行われる。たとえば７～１１ｒｐｍの速度で回転する
コーティングケトル中で運動を開始したチューインガム中心材に、平滑化時間後には中心
材の表面上に均一に分散するようにコーティング懸濁液を少しずつ加える。通常、平滑化
時間は１０～３００秒の範囲である。平滑化に続いて、ケトル中に２００～５００秒間に
導入される３０～４０℃の温度範囲の空気で中心材を乾燥する。この操作を、中心材が完
全に被覆され、所望の増大に達するまで９０回まで反復する。以下に、本発明のチューイ
ンガム中心材を被覆するのに適したコーティング懸濁液の例を示す：
【０１１８】
【表８－１】

【０１１９】
【表８－２】

【０１２０】
　コーティングシロップとしてソルビトール懸濁液を使用する場合、シロップの代表的な
量は、ガム中心材１ｋｇ当たり、懸濁液液４００ｇである。
【０１２１】
【表８－３】

【０１２２】
　コーティング層の所望の厚さに応じて、チューインガム中心材１ｋｇに対して、マルチ
トール懸濁液約８５０ｇおよびマルチトール１５ｇを使用する。
【０１２３】
　コーティングプロセス中に、１種類または複数の活性または機能性成分を、被覆される
ガム中心材の表面に施与することができる。こうした成分は、コーエングシロップを介し
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【０１２４】
　所望の増大（ｓｗｅｌｌｉｎｇ）に達した場合、通常、前記のような研磨ステップによ
りコーティングプロセスを完了する。研磨は回転コーティングケトル中で行い、この中に
研磨懸濁液または研磨粉末を１回でまたは複数回に分けて導入する。研磨懸濁液は通常、
ワックス、乳化剤、シェラック、アラビアゴムおよび水からなる。研磨粉末は通常、ワッ
クスのみ、または乳化剤、アラビアゴムまたはタルクを混合したワックスからなる。
【実施例９】
【０１２５】
　ＤＲＩＡ　１２００装置中での、５０ｋｇペパーミント風味チューインガム中心材のシ
ョ糖コーティングシロップを用いたハード糖コーティング
　この実施例では、５０ｋｇのチューインガム中心材を、実施例８で述べたショ糖コーテ
ィングシロップを用いて被覆した。以下の表に方法のステップを説明する。
【０１２６】

【表９】

【０１２７】
　チューインガムの増大は１２．１％であった、すなわち、得られたチューインガム要素
は、チューインガム要素の約１０．８重量％を構成する外コーティング層を有する。
【実施例１０】
【０１２８】
　ＤＲＩＡ　１２００装置中での、５０ｋｇペパーミント風味チューインガム中心材のソ
ルビトールコーティングシロップを用いたハード無糖コーティング
　この実施例では、５０ｋｇのチューインガム中心材を、実施例８で述べたソルビトール
コーティングシロップを用いて被覆した。以下の表に方法のステップを説明する。
【０１２９】
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【表１０】

【実施例１１】
【０１３０】
　分解性ガムベースポリマーからなるチューインガム中心材の分解への酸および水の影響
　実施例１および２で述べた分解性ポリマーＢＤＰ１およびＢＤＰ２からなるチューイン
ガム中心材をそれぞれ流水および４０％（ｗ／ｖｏｌ）クエン酸溶液中に貯蔵した。ポリ
マーの分解を、ＧＰＣ平均Ｍｗを測定することによって半週間間隔でモニターした。
　結果を以下の表に要約する。
【０１３１】
【表１１－１】

【０１３２】
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【表１１－２】

【０１３３】
　これらの実験により、ここで使用された分解性ポリマーは、水分および酸性状態に非常
に影響され易いことが実証される。すなわち、これらの条件下で３．５週間貯蔵した後、
平均Ｍｗは最初の値の５０％未満に低下した。
【実施例１２】
【０１３４】
　分解性ポリマーを含むチューインガム要素の過酷な条件下での貯蔵安定性
　ガムベースのみのポリマーとして、本明細書に定義した分解性ポリマーを含むチューイ
ンガム中心材の１バッチを調製した。このバッチの一部を、実施例８に記載した方法を用
いて、それぞれソルビトールおよびマルチトールコーティング懸濁液でハードコートした
。バッチの残る部分は、被覆無しチューインガム中心材対照として使用した。
【０１３５】
　被覆した中心材および被覆無し対照中心材を３０℃、ＲＨ７０％で、すなわち比較的過
酷な条件で貯蔵した。ガムベースポリマーの分解を、一週間間隔でＧＰＣ平均Ｍｗを測定
することによってモニターした。この試験結果を以下の表に要約する。
【０１３６】
【表１２】

【０１３７】
　明らかに、高温／高湿条件下では、コーティングには関係無くポリマーの比較的急速な
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トトールコーティングの保護効果は観察できた。しかし，貯蔵条件が極端であり、実際に
はほとんど出会うことは無いことに留意されたい。したがって、普通の周囲条件に近い条
件下で安定性試験を繰り返すことが決定された。
【実施例１３】
【０１３８】
　分解性ポリマーを含む被覆チューインガム要素の周囲条件下での貯蔵安定性
　ソルビトール被覆および非被覆チューインガム中心材を２１℃、ＲＨ５５％で貯蔵した
こと以外は実施例１２で記載したのと同様な方法で安定性試験を実施した。試験したチュ
ーインガム中心材は、しかし、被覆をする前に周囲条件で約１年間貯蔵した。したがって
、この実験の最初のＭｗが、新しく調製したガム中心材を使用した実施例１２の場合より
かなり低かった。この低い最初のＭｗはポリマーの分解性の証しである。
　この試験結果を以下の表に要約する。
【０１３９】

【表１３】

【０１４０】
　明らかに、１年後のガム中心材の最初のＭｗは実施例１２で試験した新しいガム中心材
に比べて低下していた。また、このことは、分解性ポリマーが、環境条件下で破壊される
不安定な結合を含んでいることを実証している。この実験の結果はまた、３週間の貯蔵後
の被覆された中心材の平均Ｍｗが初期値の約８５％であり、一方、非被覆の中心材では、
それが約６２％に低下しているので、コーティング層を施与するとかなり分解速度を低下
することができることを実証している。
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